
○
所
得
税
法
施
行
規
則
第
五
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
五
十

八
条
第
一
項
及
び
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
記
録
の
方
法
及
び
記
載
事
項
、
取
引

に
関
す
る
事
項
並
び
に
科
目
を
定
め
る
件 

 

昭
和
四
十
二
年
八
月
三
十
一
日 

大

蔵

省

告

示

第

百

十

二

号 

 

所
得
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
一
号
）
第
五
十
六
条
第
一
項
た

だ
し
書
、
第
五
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
規
則

第
五
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
十
一
条
第
一
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
同
規
則
第
六
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
記
録
の
方
法
及
び
記
載
事
項
、
取
引
に
関
す
る
事
項
並
び
に
科
目
を
次
の
よ
う
に
定

め
、
昭
和
四
十
三
年
分
の
所
得
税
か
ら
適
用
す
る
。 

１ 

所
得
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
八
条
第
一
項
（
取
引

に
関
す
る
帳
簿
及
び
記
載
事
項
）
（
規
則
第
六
十
七
条
（
申
告
、
納
付
及
び
還
付
）

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
取
引
に
関
す
る
事
項
は
、
お
お

む
ね
別
表
第
一
各
号
の
表
の
第
一
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

規
則
第
六
十
一
条
第
一
項
（
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
）
（
規
則
第
六
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
科
目
は
、
お
お
む
ね
別
表
第

二
各
号
の
表
の
第
一
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

規
則
第
五
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
青
色
申
告
者
の
備
え
付
け
る
べ
き
帳
簿
書

類
の
特
例
）
（
規
則
第
六
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
記
録
の
方
法
及
び
記
載
事
項
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

規
則
第
五
十
六
条
第
一
項
（
規
則
第
六
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
青
色
申
告
者
で
同
項
た
だ
し

書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
は
、
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

年
分
の
不
動
産
所
得
の
金
額
、
事
業
所
得
の
金
額
及
び
山
林
所
得
の
金
額
が
正
確

に
計
算
で
き
る
よ
う
に
、
必
要
な
帳
簿
を
備
え
、
そ
の
取
引
を
別
表
第
一
各
号
の

表
の
第
二
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
整
然
と
、
か
つ
、
明
瞭
に
記
録
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
七
条
（
小
規
模
事
業
者
の
収
入
及
び
費
用
の
帰
属
時

期
）
（
法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
（
総
合
課
税
に
係
る
所
得
税
の
課
税
標
準
、
税

額
等
の
計
算
）
の
規
定
に
よ
り
準
じ
て
計
算
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
者
の
事
業
所
得
又
は
不
動
産
所
得
に
係
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
別
表

第
一
第
一
号
又
は
第
二
号
の
表
の
第
三
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
録
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

二 

前
号
の
青
色
申
告
者
は
、
同
号
の
取
引
の
う
ち
不
動
産
所
得
、
事
業
所
得
及
び

山
林
所
得
に
係
る
総
収
入
金
額
又
は
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
な
い
収
入
又
は
支

出
を
含
む
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
そ
の
総
収
入
金
額
又
は
必
要
経
費
に
算

入
さ
れ
な
い
金
額
を
除
い
て
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
都
度

区
分
整
理
し
難
い
も
の
は
、
年
末
に
お
い
て
一
括
し
て
区
分
整
理
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

三 

第
一
号
の
青
色
申
告
者
（
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
年
の

中
途
で
死
亡
し
た
場
合
の
確
定
申
告
）
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
百
六
十
六
条

（
申
告
、
納
付
及
び
還
付
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
者
又
は
同
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
）
は
、
毎
年
十
二
月
三
十

一
日
（
法
第
百
二
十
五
条
又
は
第
百
二
十
七
条
（
年
の
中
途
で
出
国
を
す
る
場
合

の
確
定
申
告
）
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
百
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
死
亡
の
日
又
は
出
国
の
時
）

に
お
い
て
、
そ
の
記
録
に
基
づ
き
、
別
表
第
二
各
号
の
表
の
第
二
欄
に
定
め
る
科

目
に
従
い
、
損
益
計
算
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



別
表
第
一 

青
色
申
告
者
の
帳
簿
の
記
載
事
項 

一 

事
業
所
得
の
部 

（イ） 

一
般
の
部 

 
 

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

 

 

区
分 

記
載
事
項 

備
考 

記
載
事
項 

備
考 

記
載
事
項 

備
考 

 

 

（一） 

現
金
出
納

等
に
関
す
る

事
項 

現
金
取
引
の
年
月
日

、
事
由
、
出
納
先
及

び
金
額
並
び
に
日
日

の
残
高 

少
額
な
取
引
に
つ

い
て
は
、
そ
の
科

目
ご
と
に
、
日
日

の
合
計
金
額
の
み

を
一
括
記
載
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑴ 

少
額
な
取
引
又
は
保
存
し
て

い
る
伝
票
、
領
収
書
等
に
よ
り

そ
の
内
容
を
確
認
で
き
る
取
引

に
つ
い
て
は
、
現
金
売
上
、
雑

収
入
及
び
そ
の
他
の
入
金
並
び

に
現
金
仕
入
、
仕
入
以
外
の
費

用
及
び
そ
の
他
の
出
金
に
区
分

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
日
日
の
合
計

金
額
の
み
を
一
括
記
載
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

⑵ 

い
わ
ゆ
る
時
貸
又
は
時
借
の

入
出
金
は
、
現
金
売
上
又
は
現

金
仕
入
と
し
て
記
載
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

⑴ 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑵ 

現
金
以
外
の
収
入
、
支

出
及
び
家
事
消
費
等
に

つ
い
て
も
現
金
の
出
納

に
準
じ
て
記
載
す
る
も

の
と
す
る
。 

⑴ 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑵ 

た
な
卸
資
産
の
家
事
消

費
等
に
つ
い
て
は
、 

年
末
に
お
い
て
、
消
費
等
を

し
た
も
の
の
種
類
別
に
、
そ

の
合
計
金
額
を
見
積
も
り
、

当
該
合
計
金
額
の
み
を
一

括
記
載
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

（二） 

当
座
預
金

の
預
入
及
び

引
出
し
に
関

す
る
事
項 

預
金
の
口
座
別
に
、

取
引
の
年
月
日
、
事

由
、
支
払
先
及
び
金

額 

―

―

―

―

―  

 

（三） 

手
形
（
融

通
手
形
を
除

く
。
）
上
の
債

権
債
務
に
関

す
る
事
項 

受
取
手
形
及
び
支
払

手
形
別
に
、
取
引
の

年
月
日
、
事
由
、
相

手
方
及
び
金
額 

―

―

―

―

―  

 

（四） 

売
掛
金
（

未
収
加
工
料

そ
の
他
売
掛

金
と
同
様
の

性
質
を
有
す

る
も
の
を
含

売
上
先
そ
の
他
取
引

の
相
手
方
別
に
、
取

引
の
年
月
日
、
品
名

そ
の
他
行
な
つ
た
給

付
の
内
容
、
数
量
、

単
価
及
び
金
額 

保
存
し
て
い
る
納

品
書
控
、
請
求
書

控
等
に
よ
り
そ
の

内
容
を
確
認
で
き

る
取
引
に
つ
い
て

は
、
そ
の
相
手
方

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑴ 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑵ 

い
わ
ゆ
る
時
貸
に
つ
い
て
は

、
日
日
の
記
載
を
省
略
し
、
現

実
に
代
金
を
受
け
取
つ
た
時
に

現
金
売
上
と
し
て
記
載
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は

―

―  
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む
。
）
に
関
す

る
事
項 

別
に
、
日
日
の
合

計
金
額
の
み
を
一

括
記
載
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

、
年
末
に
お
け
る
時
貸
の
残
高

を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（五） 
買
掛
金
（

未
払
加
工
料

そ
の
他
買
掛

金
と
同
様
の

性
質
を
有
す

る
も
の
を
含

む
。
）
に
関
す

る
事
項 

仕
入
先
そ
の
他
取
引

の
相
手
方
別
に
、
取

引
の
年
月
日
、
品
名

そ
の
他
受
け
た
給
付

の
内
容
、
数
量
、
単

価
及
び
金
額 

保
存
し
て
い
る
納

品
書
、
請
求
書
等

に
よ
り
そ
の
内
容

を
確
認
で
き
る
取

引
に
つ
い
て
は
、

そ
の
相
手
方
別
に

、
日
日
の
合
計
金

額
の
み
を
一
括
記

載
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑴ 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑵ 

い
わ
ゆ
る
時
借
に
つ
い
て
は

、
日
日
の
記
載
を
省
略
し
、
現

実
に
代
金
を
支
払
つ
た
時
に
現

金
仕
入
と
し
て
記
載
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、

年
末
に
お
け
る
時
借
の
残
高
を

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

―

―  

 

（六） 

（二）
か
ら

（五）
ま
で
に

掲
げ
る
も
の

以
外
の
債
権

債
務
に
関
す

る
事
項 

貸
付
金
、
借
入
金
、

預
け
金
、
預
り
金
、

仮
払
金
、
仮
受
金
、

未
収
入
金
、
未
払
金

、
事
業
主
貸
、
事
業

主
借
の
よ
う
に
、
そ

れ
ぞ
れ
適
宜
な
科
目

に
区
分
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
そ
の
取
引
の
年

月
日
、
事
由
、
相
手

方
及
び
金
額 

事
業
主
貸
に
つ
い

て
は
、
月
決
め
事

業
主
貸
と
そ
の
他

の
事
業
主
貸
と
に

区
分
し
て
記
載
す

る
こ
と
が
で
き
る

。 

―

―

―

―  

 

（七） 

減
価
償
却

資
産
（
繰
延
資

産
を
含
む
。
）

に
関
す
る
事

項 

そ
の
資
産
の
種
類
ご

と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
取
得
又
は
支
出
の

年
月
日
、
取
得
又
は

支
出
の
相
手
方
、
数

量
、
取
得
価
額
又
は

支
出
金
額
及
び
そ
の

年
の
年
初
の
償
却
後

の
価
額
並
び
に
そ
の

年
中
に
お
け
る
そ
の

―
第
一
欄
に
同
じ
。 
年
末
に
お
い
て
、
そ
の
年
中
の
取

引
を
一
括
記
載
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

第
二
欄
に
同
じ
。 

第
二
欄
に
同
じ
。 
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他
の
取
引
の
年
月
日

、
事
由
、
相
手
方
及

び
金
額 

 
（八） 

（一）
か
ら 

（四）
ま
で
、

（六）

及
び

（七）
に
掲

げ
る
も
の
以

外
の
資
産
（

た
な
卸
資
産

を
除
く
。
）

に
関
す
る
事

項 

取
引
の
年
月
日
、
事

由
、
相
手
方
、
数
量

及
び
金
額 

―

―

―

―

―  

 

（九） 

引
当
金
及

び
準
備
金
に

関
す
る
事
項

引
当
金
、
準
備
金
に

つ
い
て
、
そ
の
科
目

ご
と
に
区
分
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
取
引

の
年
月
日
、
事
由
及

び
金
額
そ
の
他
そ
の

計
算
に
関
す
る
事
項 

―
第
一
欄
に
同
じ
。 

―

―

―  

 

（十） 

元
入
金
に

関
す
る
事
項

取
引
の
年
月
日
、
事

由
及
び
金
額 

―

―

―

―

―  

 

（十一） 

売
上
（
加

工
そ
の
他
の

役
務
の
給
付

等
売
上
と
同

様
の
性
質
を

有
す
る
も
の

及
び
家
事
消

費
等
を
含
む
。

）
に
関
す
る
事

項 

取
引
の
年
月
日
、
売

上
先
そ
の
他
の
相
手

方
、
品
名
そ
の
他
給

付
の
内
容
、
数
量
、

単
価
及
び
金
額
並
び

に
日
日
の
売
上
の
合

計
金
額 

⑴ 

保
存
し
て
い

る
納
品
書
控
、

請
求
書
控
等
に

よ
り
そ
の
内
容

を
確
認
で
き
る

取
引
に
つ
い
て

は
、
そ
の
相
手

方
別
に
、
日
日

の
合
計
金
額
の

み
を
一
括
記
載

す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

⑵ 

少
額
な
現
金

売
上
に
つ
い
て

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑴ 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑵ 

小
売
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

も
の
を
行
な
う
者
の
現
金
売
上

に
つ
い
て
は
、
日
日
の
合
計
金

額
の
み
を
一
括
記
載
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

⑶ 
い
わ
ゆ
る
時
貸
に
つ
い
て
は

、
日
日
の
記
載
を
省
略
し
、
現

実
に
代
金
を
受
け
取
つ
た
時
に

現
金
売
上
と
し
て
記
載
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は

、
年
末
に
お
け
る
時
貸
の
残
高

を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

⑷ 

た
な
卸
資
産
の
家
事
消
費
等

―

―  
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は
、
日
日
の
合

計
金
額
の
み
を

一
括
記
載
す
る

こ
と
が
で
き
る

。 

に
つ
い
て
は
、
年
末
に
お
い
て

、
消
費
等
を
し
た
も
の
の
種
類

別
に
、
そ
の
合
計
金
額
を
見
積

も
り
、
当
該
合
計
金
額
の
み
を

一
括
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。 

 

（十二） 

（十一）
に
掲 

げ
る
も
の
以

外
の
収
入
に

関
す
る
事
項

受
取
利
息
、
雑
収
入

の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ

れ
適
宜
な
科
目
に
区

分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
取
引
の
年
月
日

、
事
由
、
相
手
方
及

び
金
額 

少
額
な
雑
収
入
等

に
つ
い
て
は
、
そ

の
科
目
ご
と
に
、

日
日
の
合
計
金
額

の
み
を
一
括
記
載

す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑴ 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑵ 

現
実
に
入
金
し
た
時
に
記
載

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
は
、
年
末
に
お
け
る
雑
収

入
等
の
未
収
額
及
び
前
受
額
を

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

―

―  

 

（十三） 

仕
入
に
関

す
る
事
項 

取
引
の
年
月
日
、
仕

入
先
そ
の
他
の
相
手

方
、
品
名
そ
の
他
給

付
の
内
容
、
数
量
、

単
価
及
び
金
額
並
び

に
日
日
の
仕
入
の
合

計
金
額 

⑴ 

保
存
し
て
い

る
納
品
書
、
請

求
書
等
に
よ
り

そ
の
内
容
を
確

認
で
き
る
取
引

に
つ
い
て
は
、

そ
の
相
手
方
別

に
、
日
日
の
合

計
金
額
の
み
を

一
括
記
載
す
る

こ
と
が
で
き
る

。 

⑵ 

少
額
な
現
金

仕
入
に
つ
い
て

は
、
日
日
の
合

計
金
額
の
み
を

一
括
記
載
す
る

こ
と
が
で
き
る

。 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑴ 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑵ 

い
わ
ゆ
る
時
借
に
つ
い
て
は

、
日
日
の
記
載
を
省
略
し
、
現

実
に
代
金
を
支
払
つ
た
時
に
現

金
仕
入
と
し
て
記
載
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、

年
末
に
お
け
る
時
借
の
残
高
を

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

―

―  

 

（十四） 

（十三）
に
掲 

げ
る
も
の
以

外
の
費
用
に

雇
人
費
、
青
色
専
従

者
給
与
額
、
福
利
厚

生
費
、
外
注
工
賃
、

少
額
な
費
用
に
つ

い
て
は
、
そ
の
科

目
ご
と
に
、
日
日

第
一
欄
に
準
じ
そ
れ

ぞ
れ
適
宜
な
科
目
に

区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

⑴ 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑵ 

現
実
に
出
金
し
た
時
に
記
載

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

―

―  
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関
す
る
事
項

動
力
費
、
消
耗
品
費

、
修
繕
費
、
減
価
償

却
費
、
繰
延
資
産
の

償
却
費
、
貸
倒
金
、

地
代
家
賃
、
保
険
料

、
旅
費
通
信
費
、
水

道
光
熱
費
、
手
数
料

、
荷
造
運
賃
、
広
告

宣
伝
費
、
公
租
公
課

、
接
待
交
際
費
、
利

子
割
引
料
、
雑
費
の

よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ

適
宜
な
科
目
に
区
分

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
取
引
の
年
月
日
、

事
由
、
支
払
先
及
び

金
額 

の
合
計
金
額
の
み

を
一
括
記
載
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
取
引
の
年
月
日
、

事
由
、
支
払
先
及
び
金

額 

合
に
は
、
年
末
に
お
け
る
費
用

の
未
払
額
及
び
前
払
額
を
記
載

す
る
も
の
と
す
る
。 

（ロ） 

農
業
の
部 

 
 

第
一
欄 
第
二
欄 

第
三
欄 

 

 

区
分 

記
載
事
項 

備
考 

記
載
事
項 

備
考 

記
載
事
項 

備
考 

 

 

（一） 

現
金
出
納

等
に
関
す
る

事
項 

現
金
取
引
の
年
月
日

、
事
由
、
出
納
先
及

び
金
額
並
び
に
日
日

の
残
高 

少
額
な
取
引
に
つ

い
て
は
、
そ
の
科

目
ご
と
に
、
日
日

の
合
計
金
額
の
み

を
一
括
記
載
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
一
欄
に
同
じ
。 

少
額
な
取
引
又
は
保
存
し
て
い
る

伝
票
、
領
収
書
等
に
よ
り
そ
の
内

容
を
確
認
で
き
る
取
引
に
つ
い
て

は
、
現
金
売
上
、
雑
収
入
及
び
そ

の
他
の
入
金
並
び
に
費
用
及
び
そ

の
他
の
出
金
に
区
分
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
日
日
の
合
計
金
額
の
み
を
一

括
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⑴ 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑵ 

現
金
以
外
の
収
入
、
支

出
及
び
家
事
消
費
等
に

つ
い
て
も
現
金
の
出
納

に
準
じ
て
記
載
す
る
も

の
と
す
る
。 

⑴ 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑵ 

農
産
物
（
法
第
四
十
一
条

第
一
項
の
農
産
物
を
い
う
。

以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第

二
第
一
号

（ロ）
の
表
に
お
い

て
同
じ
。
）
、
繭
、
畜
産
物

等
の
家
事
消
費
等
に
つ
い

て
は
、
年
末
に
お
い
て
、
消

費
等
を
し
た
も
の
の
種
類

別
に
、
そ
の
合
計
金
額
を
見

積
も
り
、
当
該
合
計
金
額
の

み
を
一
括
記
載
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

 

（二） 

債
権
債
務

預
金
、
貸
付
金
、
借

⑴ 

米
穀
、
野
菜
未
収
入
金
及
び
未
払
金
第
一
欄
の
⑶
に
同
じ
。 

―

― 
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に
関
す
る
事

項 

入
金
、
未
収
入
金
及

び
未
払
金
、
現
金
の

家
計
支
出
及
び
農
産

物
等
の
家
計
仕
向
（

事
業
主
貸
）
並
び
に

家
計
持
出
（
事
業
主

借
）
の
よ
う
に
、
そ

れ
ぞ
れ
適
宜
な
科
目

に
区
分
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
そ
の
取
引
の
年

月
日
、
事
由
、
相
手

方
及
び
金
額 

等
の
家
計
仕
向

に
つ
い
て
は
、

月
末
ご
と
に
、

そ
の
月
の
合
計

金
額
の
み
を
一

括
記
載
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

⑵ 

事
業
主
貸
（

⑴
に
関
す
る
部

分
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、

月
決
め
事
業
主

貸
と
そ
の
他
の

事
業
主
貸
と
に

区
分
し
て
記
載

す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

⑶ 

未
収
入
金
及

び
未
払
金
に
関

す
る
取
引
で
、

保
存
し
て
い
る

納
品
書
控
、
請

求
書
等
に
よ
り

そ
の
内
容
を
確

認
で
き
る
も
の

に
つ
い
て
は
、

そ
の
相
手
方
別

に
、
日
日
の
合

計
金
額
の
み
を

一
括
記
載
す
る

こ
と
が
で
き
る

。 

に
つ
い
て
、
そ
の
取
引

の
相
手
方
別
に
、
そ
れ

ぞ
れ
そ
の
取
引
の
年
月

日
、
品
名
そ
の
他
給
付

の
内
容
、
数
量
、
単
価

及
び
金
額 

 

（三） 

減
価
償
却

資
産
（
繰
延
資

産
を
含
む
。
）

に
関
す
る
事

そ
の
資
産
の
種
類
ご

と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
取
得
又
は
支
出
の

年
月
日
、
取
得
又
は

未
成
育
の
牛
馬
等

又
は
未
成
熟
の
果

樹
等
を
成
育
又
は

成
熟
さ
せ
る
た
め

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑴ 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑵ 

年
末
に
お
い
て
、
そ
の
年
中

の
取
引
を
一
括
記
載
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

第
二
欄
に
同
じ
。 

第
二
欄
に
同
じ
。 
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項 

支
出
の
相
手
方
、
数

量
、
取
得
価
額
又
は

支
出
金
額
及
び
そ
の

年
の
年
初
の
償
却
後

の
価
額
並
び
に
そ
の

年
中
に
お
け
る
そ
の

他
の
取
引
の
年
月
日

、
事
由
、
相
手
方
及

び
金
額 

に
要
し
た
費
用
に

つ
い
て
は
、
年
末

に
お
い
て
一
括
記

載
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

（四） 

（一）
か
ら 

（三）
ま
で
に
掲

げ
る
も
の
以

外
の
資
産
（

た
な
卸
資
産

を
除
く
。
）

に
関
す
る
事

項 

取
引
の
年
月
日
、
事

由
、
相
手
方
、
数
量

及
び
金
額 

―

―

―

―

― 

 

（五） 

資
本
に
関

す
る
事
項 

元
入
金
、
貸
倒
引
当

金
の
よ
う
に
区
分
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

取
引
の
年
月
日
、
事

由
及
び
金
額 

―
引
当
金
、
準
備
金
に
つ

い
て
、
そ
の
取
引
の
年

月
日
、
事
由
及
び
金
額

―

―

― 

 

（六） 

収
入
に
関

す
る
事
項 

 
 

収
穫
の
年
月
日
、
農

産
物
の
種
類
、
数
量

、
単
価
及
び
金
額 

 
 

 
 

収
穫
の
年
月
日
、
農
産

物
の
種
類
及
び
数
量 

次
に
掲
げ
る
農
産
物
に
つ
い
て
は

、
収
穫
に
関
す
る
事
項
の
記
載
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 

 

 

⑴ 

農
産
物

の
収
穫
に

関
す
る
事

項 

 
 

― 
 

イ 

家
事
消
費
等
に
充
て
る
程
度

し
か
栽
培
し
て
い
な
い
者
の
収

穫
す
る
野
菜
、
果
物
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
農
産
物 

ロ 

イ
の
者
以
外
の
者
の
収
穫

す
る
野
菜
、
果
物
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
農
産
物
で
収
穫
後

直
ち
に
家
事
消
費
等
に
充
て
る

も
の 

ハ 

桑
葉
、
わ
ら
、
く
わ
が
ら
そ

―

― 
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の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
農
産
物

で
事
業
用
消
費
又
は
家
事
消
費

等
に
充
て
る
こ
と
を
常
例
と
し

て
い
る
も
の 

 

⑵ 
農
産
物
、

繭
、
畜
産
物

等
の
売
上
、

家
事
消
費

等
に
関
す

る
事
項 

取
引
の
年
月
日
、
売

上
先
そ
の
他
取
引
の

相
手
方
、
品
名
そ
の

他
給
付
の
内
容
、
数

量
、
単
価
及
び
金
額 

⑴ 

保
存
し
て
い

る
納
品
書
控
、

請
求
書
控
等
に

よ
り
そ
の
内
容

を
確
認
で
き
る

取
引
に
つ
い
て

は
、
そ
の
相
手

方
別
に
、
日
日

の
合
計
金
額
の

み
を
一
括
記
載

す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

⑵ 

少
額
な
現
金

売
上
に
つ
い
て

は
、
日
日
の
合

計
金
額
の
み
を

一
括
記
載
す
る

こ
と
が
で
き
る

。 

⑶ 

米
穀
、
野
菜

等
の
家
事
消
費

等
に
つ
い
て
は

、
月
末
ご
と
に

、
家
事
消
費
等

を
し
た
も
の
の

種
類
別
に
そ
の

合
計
を
見
積
も

り
、
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
合
計
数
量

及
び
合
計
金
額

の
み
を
一
括
記

載
す
る
こ
と
が

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑴ 

第
一
欄
の
⑴
及
び
⑵
に
同
じ

。 

⑵ 

掛
売
上
の
取
引
で
保
存
し
て

い
る
納
品
書
控
、
請
求
書
控
等

に
よ
り
そ
の
内
容
を
確
認
で
き

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
日
日
の

記
載
を
省
略
し
、
現
実
に
代
金

を
受
け
取
つ
た
時
に
現
金
売
上

と
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
は
、
年
末
に

お
け
る
売
掛
金
の
残
高
を
記
載

す
る
も
の
と
す
る
。 

⑶ 

農
産
物
の
事
業
用
消
費
若
し

く
は
家
事
消
費
等
又
は
繭
、
畜

産
物
等
の
家
事
消
費
等
に
つ
い

て
は
、
年
末
に
お
い
て
、
消
費

等
を
し
た
も
の
の
種
類
別
に
そ

の
合
計
を
見
積
も
り
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
合
計
数
量
及
び
合
計
金

額
の
み
を
一
括
記
載
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

―

― 
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で
き
る
。 

 

（七） 

費
用
に
関

す
る
事
項 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
⑴ 

農
産
物

の
収
穫
価

額
に
関
す

る
事
項 

収
穫
の
年
月
日
、
農

産
物
の
種
類
、
数
量

、
単
価
及
び
金
額 

―
収
穫
の
年
月
日
、
農
産

物
の
種
類
及
び
数
量 

次
に
掲
げ
る
農
産
物
に
つ
い
て
は

、
収
穫
に
関
す
る
事
項
の
記
載
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

イ 

家
事
消
費
等
に
充
て
る
程
度

し
か
栽
培
し
て
い
な
い
者
の
収

穫
す
る
野
菜
、
果
物
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
農
産
物 

ロ 

イ
の
者
以
外
の
者
の
収
穫
す

る
野
菜
、
果
物
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
農
産
物
で
収
穫
後
直

ち
に
家
事
消
費
等
に
充
て
る
も

の 

ハ 

桑
葉
、
わ
ら
、
く
わ
が
ら
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
農
産
物

で
事
業
用
消
費
又
は
家
事
消
費

等
に
充
て
る
こ
と
を
常
例
と
し

て
い
る
も
の 

―

― 

 

⑵ 

種
苗
代
、

肥
料
代
等

の
費
用
に

関
す
る
事

項 

種
苗
代
、
肥
料
代
、

飼
料
代
、
小
作
料
、

雇
人
費
、
青
色
専
従

者
給
与
額
、
農
具
費

、
減
価
償
却
費
、
繰

延
資
産
の
償
却
費
、

貸
倒
金
、
公
租
公
課

、
雑
費
の
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
適
宜
な
科

目
に
区
分
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
そ
の
取
引
の

年
月
日
、
事
由
、
支

払
先
及
び
金
額 

⑴ 

少
額
な
費
用

に
つ
い
て
は
、

そ
の
科
目
ご
と

に
、
日
日
の
合

計
金
額
の
み
を

一
括
記
載
す
る

こ
と
が
で
き
る

。 

⑵ 

ま
だ
収
穫
し

な
い
農
産
物
、

未
成
育
の
牛
馬

等
又
は
未
成
熟

の
果
樹
等
に
つ

い
て
要
し
た
費

用
は
、
年
末
に

第
一
欄
に
準
じ
そ
れ
ぞ

れ
適
宜
な
科
目
に
区
分

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

取
引
の
年
月
日
、
事
由

、
支
払
先
及
び
金
額 

⑴ 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑵ 

自
ら
収
穫
し
た
農
産
物
で
肥

料
、
飼
料
等
と
し
て
自
己
の
農

業
に
消
費
す
る
も
の
の
事
業
用

消
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
科
目

ご
と
に
、
年
末
に
お
い
て
、
消

費
し
た
も
の
の
種
類
別
に
そ
の

合
計
を
見
積
も
り
、
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
合
計
数
量
及
び
合
計
金
額

の
み
を
一
括
記
載
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

⑶ 

現
実
に
代
金
を
支
払
つ
た
時

に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
年
末
に
お
け

る
費
用
の
未
払
額
及
び
前
払
額

―

― 
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お
い
て
そ
の
整

理
を
行
な
う
。

を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

二 

不
動
産
所
得
の
部 

 
 

 

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

 

 

区
分 

記
載
事
項 

備
考 

記
載
事
項 

備
考 

記
載
事
項 

備
考 

 

 

（一） 

現
金
出
納

等
に
関
す
る

事
項 

現
金
取
引
の
年
月
日

、
事
由
、
出
納
先
及

び
金
額
並
び
に
日
日

の
残
高 

少
額
な
取
引
に
つ

い
て
は
、
そ
の
科

目
ご
と
に
、
日
日

の
合
計
金
額
の
み

を
一
括
記
載
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
一
欄
に
同
じ
。 

少
額
な
取
引
又
は
保
存
し
て
い
る

伝
票
、
領
収
書
等
に
よ
り
そ
の
内

容
を
確
認
で
き
る
取
引
に
つ
い
て

は
、
賃
貸
料
、
雑
収
入
及
び
そ
の

他
の
入
金
並
び
に
費
用
及
び
そ
の

他
の
出
金
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
日
日
の
合
計
金
額
の
み
を
一
括

記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⑴ 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑵ 

現
金
以
外
の
収
入
、
支

出
に
つ
い
て
も
現
金
の

出
納
に
準
じ
て
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。 

第
一
欄
に
同
じ
。 

 

 

（二） 

当
座
預
金

の
預
入
及
び

引
出
し
に
関

す
る
事
項 

預
金
の
口
座
別
に
、

取
引
の
年
月
日
、
事

由
、
支
払
先
及
び
金

額 
―

―

―

―

― 

 

（三） 

手
形
（
融

通
手
形
を
除

く
。
）
上
の
債

権
債
務
に
関

す
る
事
項 

受
取
手
形
及
び
支
払

手
形
別
に
、
取
引
の

年
月
日
、
事
由
、
相

手
方
及
び
金
額 

―

―

―

―

― 

 

（四） 

（二）
及
び 

（三）
に
掲
げ
る

も
の
以
外
の

債
権
債
務
に

関
す
る
事
項

未
収
賃
貸
料
、
預
金

、
貸
付
金
、
借
入
金

、
未
収
入
金
、
未
払

金
、
事
業
主
貸
、
事

業
主
借
の
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
適
宜
な
科

目
に
区
分
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
そ
の
取
引
の

年
月
日
、
事
由
、
相

手
方
及
び
金
額 

事
業
主
貸
に
つ
い

て
は
、
月
決
め
事

業
主
貸
と
そ
の
他

の
事
業
主
貸
と
に

区
分
し
て
記
載
す

る
こ
と
が
で
き
る

。 

未
収
賃
貸
料
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず
る
未
収
入
金

に
つ
い
て
、
そ
の
取
引

の
相
手
方
別
に
、
そ
れ

ぞ
れ
そ
の
取
引
の
年
月

日
、
事
由
及
び
金
額 

―

―

― 

 

（五） 

減
価
償
却

資
産
（
繰
延
資

そ
の
資
産
の
種
類
ご

と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

―
第
一
欄
に
同
じ
。 

年
末
に
お
い
て
、
そ
の
年
中
の
取

引
を
一
括
記
載
す
る
こ
と
が
で
き

第
二
欄
に
同
じ
。 

第
二
欄
に
同
じ
。 
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産
を
含
む
。
）

に
関
す
る
事

項 

の
取
得
又
は
支
出
の

年
月
日
、
取
得
又
は

支
出
の
相
手
方
、
数

量
、
取
得
価
額
又
は

支
出
金
額
及
び
そ
の

年
の
年
初
の
償
却
後

の
価
額
並
び
に
そ
の

年
中
に
お
け
る
そ
の

他
の
取
引
の
年
月
日

、
事
由
、
相
手
方
及

び
金
額 

る
。 

 

（六） 

（一）
か
ら 

（五）
ま
で
に
掲

げ
る
も
の
以

外
の
資
産
に

関
す
る
事
項

取
引
の
年
月
日
、
事

由
、
相
手
方
、
数
量

及
び
金
額 

―

―

―

―

― 

 

（七） 

資
本
に
関

す
る
事
項 

元
入
金
、
貸
倒
引
当

金
の
よ
う
に
区
分
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

取
引
の
年
月
日
、
事

由
及
び
金
額 

―
貸
倒
引
当
金
に
つ
い
て

、
そ
の
取
引
の
年
月
日

、
事
由
及
び
金
額 

―

―

― 

 

（八） 

収
入
に
関

す
る
事
項 

賃
貸
料
、
雑
収
入
の

よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ

適
宜
な
科
目
に
区
分

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
取
引
の
年
月
日
、

事
由
、
相
手
方
及
び

金
額 

―
第
一
欄
に
同
じ
。 

―

―

― 

 

（九） 

費
用
に
関

す
る
事
項 

雇
人
費
、
青
色
専
従

者
給
与
額
、
修
繕
費

、
減
価
償
却
費
、
繰

延
資
産
の
償
却
費
、

地
代
、
保
険
料
、
消

耗
品
費
、
貸
倒
金
、

広
告
宣
伝
費
、
公
租

少
額
な
費
用
に
つ

い
て
は
、
そ
の
科

目
ご
と
に
、
日
日

の
合
計
金
額
の
み

を
一
括
記
載
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
一
欄
に
準
じ
そ
れ
ぞ

れ
適
宜
な
科
目
に
区
分

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

取
引
の
年
月
日
、
事
由

、
支
払
先
及
び
金
額 

⑴ 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑵ 

現
実
に
出
金
し
た
時
に
記
載

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
は
、
年
末
に
お
け
る
費
用

の
未
払
額
及
び
前
払
額
を
記
載

す
る
も
の
と
す
る
。 

―

― 
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公
課
、
雑
費
の
よ
う

に
、
そ
れ
ぞ
れ
適
宜

な
科
目
に
区
分
し
て

、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
取

引
の
年
月
日
、
事
由

、
支
払
先
及
び
金
額 

三 

山
林
所
得
の
部 

 
 

 

第
一
欄 

第
二
欄 

 

 

区
分 

記
載
事
項 

備
考 

記
載
事
項 

備
考 

 

 

（一） 

現
金
の
出

納
に
関
す
る

事
項 

取
引
の
年
月
日
、
事
由
、
出
納
先
及
び
金
額
並

び
に
日
日
の
残
高 

少
額
な
取
引
に
つ
い
て
は
、
そ
の
科
目

ご
と
に
、
日
日
の
合
計
金
額
の
み
を
一

括
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
一
欄
に
同
じ
。 

少
額
な
取
引
又
は
保
存
し
て
い
る
伝

票
、
領
収
証
等
に
よ
り
そ
の
内
容
を

確
認
で
き
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
現

金
売
上
、
雑
収
入
及
び
そ
の
他
の
入

金
並
び
に
費
用
及
び
そ
の
他
の
出
金

に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
日
日
の
合

計
金
額
の
み
を
一
括
記
載
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

 

（二） 

債
権
債
務

に
関
す
る
事

項 

預
金
、
貸
付
金
、
借
入
金
、
未
収
入
金
、
未
払

金
、
事
業
主
貸
、
事
業
主
借
の
よ
う
に
、
そ
れ

ぞ
れ
適
宜
な
科
目
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
取
引
の
年
月
日
、
事
由
、
相
手
方
及
び
金
額

⑴ 

事
業
主
貸
に
つ
い
て
は
、
月
決
め

事
業
主
貸
と
そ
の
他
事
業
主
貸
と
に

区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。 
⑵ 
未
収
入
金
及
び
未
払
金
に
関
す
る

取
引
で
、
保
存
し
て
い
る
納
品
書
控

、
請
求
書
控
等
に
よ
り
そ
の
内
容
を

確
認
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ

の
相
手
方
別
に
、
日
日
の
合
計
金
額

の
み
を
一
括
記
載
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

未
収
入
金
及
び
未
払
金
に
つ
い
て

、
そ
の
取
引
の
相
手
方
別
に
、
そ

れ
ぞ
れ
そ
の
取
引
の
年
月
日
、
品

名
そ
の
他
給
付
の
内
容
、
数
量
、

単
価
及
び
金
額 

第
一
欄
に
同
じ
。 

 

 

（三） 

減
価
償
却

資
産
（
繰
延

資
産
を
含
む

。
）
に
関
す

る
事
項 

そ
の
資
産
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
取

得
又
は
支
出
の
年
月
日
、
取
得
又
は
支
出
の
相

手
方
、
数
量
、
取
得
価
額
又
は
支
出
金
額
及
び

そ
の
年
の
年
初
の
償
却
後
の
価
額
並
び
に
そ
の

年
中
に
お
け
る
そ
の
他
の
取
引
の
年
月
日
、
事

由
、
相
手
方
及
び
金
額 

―
第
一
欄
に
同
じ
。 

年
末
に
お
い
て
、
そ
の
年
中
の
取
引

を
一
括
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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（四） 

（一）
か
ら 

（三）
ま
で
に

掲
げ
る
も
の

以
外
の
資
産

に
関
す
る
事

項 

取
引
の
年
月
日
、
事
由
、
相
手
方
、
数
量
及
び

金
額 

―

―

―  

 

（五） 

元
入
金
に

関
す
る
事
項

取
引
の
年
月
日
、
事
由
及
び
金
額 

―

―

―  

 

（六） 

山
林
の
伐

採
、
譲
渡
、

家
事
消
費
等

の
収
入
に
関

す
る
事
項 

取
引
の
年
月
日
、
売
上
先
そ
の
他
の
相
手
方
、

品
名
、
数
量
、
単
価
及
び
金
額 

保
存
し
て
い
る
納
品
書
控
、
請
求
書
控

等
に
よ
り
そ
の
内
容
を
確
認
で
き
る
取

引
に
つ
い
て
は
、
そ
の
相
手
方
別
に
、

日
日
の
合
計
金
額
の
み
を
一
括
記
載
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑴ 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑵ 

山
林
の
家
事
消
費
等
に
つ
い
て

は
、
年
末
に
お
い
て
、
消
費
等
を

し
た
も
の
の
種
類
別
に
、
そ
の
合

計
金
額
を
見
積
も
り
、
当
該
合
計

金
額
の
み
を
一
括
記
載
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

 

（七） 

費
用
に
関

す
る
事
項 

植
林
費
、
取
得
費
、
管
理
費
、
伐
採
費
、
運
搬

費
、
雇
人
費
、
青
色
専
従
者
給
与
額
、
利
子
割

引
料
、
減
価
償
却
費
、
繰
延
資
産
の
償
却
費
、

貸
倒
金
、
公
租
公
課
、
雑
費
の
よ
う
に
、
そ
れ

ぞ
れ
適
宜
な
科
目
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
取
引
の
年
月
日
、
事
由
、
支
払
先
及
び
金
額

⑴ 

少
額
な
費
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の

科
目
ご
と
に
、
日
日
の
合
計
金
額
の

み
を
一
括
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。 

⑵ 

ま
だ
伐
採
又
は
譲
渡
を
し
な
い
山

林
に
つ
い
て
要
し
た
費
用
は
、
年
末

に
お
い
て
そ
の
整
理
を
行
な
う
。 

第
一
欄
に
準
じ
そ
れ
ぞ
れ
適
宜
な

科
目
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
取
引
の
年
月
日
、
事
由
、
支
払

先
及
び
金
額 

⑴ 

第
一
欄
に
同
じ
。 

⑵ 

現
実
に
出
金
し
た
時
に
記
載
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
年
末
に
お
け
る
費
用
の
未
払

額
及
び
前
払
額
を
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。 

 

別
表
第
二 

青
色
申
告
者
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
に
記
載
す
る
科
目 

一 

事
業
所
得
の
部 

（
イ
） 

一
般
の
部 

 
 区

分 

第
一
欄 

第
二
欄 

 

 

資
産
の
部 

現
金
、
当
座
預
金
、
預
金
、
受
取
手
形
、
売
掛
金
、
未
収
入
金
、
仮

払
金
、
貸
付
金
、
有
価
証
券
、
商
品
、
製
品
、
半
製
品
、
仕
掛
品
、

原
材
料
、
貯
蔵
品
、
建
物
、
構
築
物
、
機
械
及
び
装
置
、
船
舶
、
車

両
及
び
運
搬
具
、
工
具
、
器
具
及
び
備
品
、
土
地
、
建
設
仮
勘
定
、

借
地
権
、
鉱
業
権
、
漁
業
権
、
特
許
権
、
実
用
新
案
権
、
意
匠
権
、

商
標
権
、
営
業
権
、
開
業
費
、
開
発
費
、
公
共
施
設
負
担
金
、
事
業

主
貸
、
当
年
欠
損
金
等 

― 

 

貸
借
対
照
表
に

記
載
す
る
科
目

負
債
及
び
資
本
の
部 

支
払
手
形
、
買
掛
金
、
未
払
金
、
未
払
税
金
、
仮
受
金
、
借
入
金
、

― 
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貸
倒
引
当
金
、
退
職
給
与
引
当
金
、
事
業
主
借
、
元
入
金
、
当
年
利

益
金
等 

 

収
入
の
部 

商
品
製
品
等
売
上
高
、
雑
収
入
、
年
末
商
品
製
品
原
材
料
等
た
な
卸

高
、
当
年
欠
損
金
等 

第
一
欄
に
準
じ
た
適
宜
な
科
目 

 

 

損
益
計
算
書
に

記
載
す
る
科
目

必
要
経
費
の
部 

年
初
商
品
製
品
原
材
料
等
た
な
卸
高
、
商
品
原
材
料
等
仕
入
高
、
雇

入
費
、
青
色
専
従
者
給
与
額
、
福
利
厚
生
費
、
外
注
工
賃
、
動
力
費

、
消
耗
品
費
、
修
繕
費
、
減
価
償
却
費
、
繰
延
資
産
の
償
却
費
、
貸

倒
金
、
地
代
家
賃
、
保
険
料
、
旅
費
通
信
費
、
水
道
光
熱
費
、
手
数

料
、
荷
造
運
賃
、
広
告
宣
伝
費
、
公
租
公
課
、
接
待
交
際
費
、
利
子

割
引
料
、
雑
費
、
貸
倒
引
当
金
繰
入
額
、
退
職
給
与
引
当
金
繰
入
額

、
当
年
利
益
金
等 

第
一
欄
に
準
じ
た
適
宜
な
科
目 

 

（
ロ
） 

農
業
の
部 

 
 区

分 

第
一
欄 

第
二
欄 

 

 

貸
借
対
照

表
に
記
載

す
る
科
目 

資
産
の
部 

現
金
、
預
金
、
売
掛
金
、
未
収
入
金
、
貸
付
金
、
農
産
物

、
繭
、
畜
産
物
、
立
毛
、
仕
立
中
の
果
樹
、
育
成
中
の
牛

馬
、
肥
料
そ
の
他
の
貯
蔵
品
、
建
物
、
車
両
及
び
運
搬
具

、
農
具
、
農
業
用
の
牛
馬
、
果
樹
、
土
地
、
土
地
改
良
事

業
受
益
者
負
担
金
、
事
業
主
貸
、
当
年
欠
損
金
等 

―  

 
 

 

負
債
及
び
資

本
の
部 

買
掛
金
、
未
払
金
、
未
払
税
金
、
借
入
金
、
貸
倒
引
当
金

、
事
業
主
借
、
元
入
金
、
当
年
利
益
金
等 

―  

 

収
入
の
部 

農
産
物
収
穫
高
、
農
産
物
等
の
売
上
及
び
家
事
消
費
等
の

高
、
雑
収
入
、
年
末
農
産
物
肥
料
等
た
な
卸
高
、
当
年
欠

損
金
等 

第
一
欄
に
準
じ
た
適
宜
な
科
目 

 

 

損
益
計
算

書
に
記
載

す
る
科
目 

必
要
経
費
の

部 

年
初
農
産
物
肥
料
等
た
な
卸
高
、
種
苗
代
、
肥
料
代
、
飼

料
代
、
小
作
料
、
雇
人
費
、
青
色
専
従
者
給
与
額
、
農
具

費
、
減
価
償
却
費
、
繰
延
資
産
の
償
却
費
、
貸
倒
金
、
公

租
公
課
、
雑
費
、
農
産
物
収
穫
高
、
貸
倒
引
当
金
繰
入
額

、
当
年
利
益
金
等 

第
一
欄
に
準
じ
た
適
宜
な
科
目 

 

二 

不
動
産
所
得
の
部 

 
 

 

区
分 

第
一
欄 

第
二
欄 

 

 

貸
借
対
照

表
に
記
載

す
る
科
目 

資
産
の
部 

現
金
、
預
金
、
受
取
手
形
、
未
収
賃
貸
料
、
未
収
入
金
、

貸
付
金
、
貯
蔵
品
、
建
物
、
構
築
物
、
船
舶
、
工
具
、
器

具
及
び
備
品
、
土
地
、
借
地
権
、
公
共
施
設
負
担
金
、
事

― 
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業
主
貸
、
当
年
欠
損
金
等 

 

負
債
及
び
資

本
の
部 

支
払
手
形
、
未
払
金
、
未
払
税
金
、
借
入
金
、
事
業
主
借

、
元
入
金
、
当
年
利
益
金
等 

― 

 

収
入
の
部 

賃
貸
料
、
雑
収
入
、
当
年
欠
損
金
等 

第
一
欄
に
準
じ
た
適
宜
な
科
目 

 

 

損
益
計
算

書
に
記
載

す
る
科
目 

必
要
経
費
の

部 

雇
人
費
、
青
色
専
従
者
給
与
額
、
修
繕
費
、
減
価
償
却
費

、
繰
延
資
産
の
償
却
費
、
地
代
、
保
険
料
、
消
耗
品
費
、

貸
倒
金
、
広
告
宣
伝
費
、
公
租
公
課
、
雑
費
、
当
年
利
益

金
等 

第
一
欄
に
準
じ
た
適
宜
な
科
目 

 

三 

山
林
所
得
の
部 

 
 

 

区
分 
第
一
欄 

第
二
欄 

 

 

資
産
の
部 

現
金
、
預
金
、
未
収
入
金
、
貸
付
金
、
山
林
、
建
物
、
構

築
物
、
機
械
及
び
装
置
、
車
両
及
び
運
搬
具
、
工
具
、
器

具
及
び
備
品
、
土
地
、
事
業
主
貸
、
当
年
欠
損
金
等 

― 

 

貸
借
対
照

表
に
記
載

す
る
科
目 

負
債
及
び
資

本
の
部 

未
払
金
、
未
払
税
金
、
借
入
金
、
事
業
主
借
、
元
入
金
、

当
年
利
益
金
等 

― 

 

収
入
の
部 

山
林
の
伐
採
譲
渡
及
び
家
事
消
費
等
の
高
、
雑
収
入
、
当

年
欠
損
金
等 

第
一
欄
に
準
じ
た
適
宜
な
科
目 

 

 

損
益
計
算

書
に
記
載

す
る
科
目 

必
要
経
費
の

部 

植
林
費
、
取
得
費
、
管
理
費
、
伐
採
費
、
運
搬
費
、
雇
人

費
、
青
色
専
従
者
給
与
額
、
利
子
割
引
料
、
減
価
償
却
費

、
繰
延
資
産
の
償
却
費
、
貸
倒
金
、
公
租
公
課
、
雑
費
、

当
年
利
益
金
等 

第
一
欄
に
準
じ
た
適
宜
な
科
目 

 

 

16




